
１.事業の目的

２．事業所の方針

３．法人の概要

 法人の名称 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ樹

 代表者の氏名

 法人の所在地 〒２３５－００１９　横浜市磯子区磯子台２１番２４号

電話番号   ０４５－３４９－３０２６     ０４５－３４９－３０２７

運営する主な他の 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ樹　：訪問介護　　　

サービスの内容 樹介護支援センター　：居宅介護支援事業　　　　　　　　　　　　　　

４．事業所の概要

事業所名

事業所の所在地 　〒２３５－００１９　横浜市磯子区磯子台２１-２４

電話番号 　　０４５－３４９－３０２７

介護保険事業所番号 　１４７０７０１６３０ 指定年月日

管理者   小林　桂子

サービス提供地域 横浜市磯子区,中区,金沢区,南区,港南区(上大岡東,上大岡西,笹下のみ)

単位 定員

５．事業所の職員体制等

職　　種 兼務

　管理者

　生活相談員 常　勤 1名

非常勤 4名

　看護師 常　勤 １名

非常勤 4名

　機能訓練指導員 常　勤 １名

非常勤 4名

　介護職員 常　勤 1名

非常勤 8名

　調理員 非常勤 5名

　事務員 非常勤 1名

ＦＡＸ

ＦＡＸ

　１単位

　あーぶれ磯子

利用者に対する必要な機能訓練を行なう。

介護職員は通所介護サービスの提供にあたる。

必要な事務を行なう。

　あーぶれ磯子(以下「事業所」という。）が行う第１号通所事業（横浜市通所介護相当
サービス）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業
所の管理者及び生活相談員等が、要介護者に対し、適正な通所介護を提供することを目
的とします。

　介護を必要とする方が自宅同様に安心してゆったリと過ごせるように、また介護をしている方が
働き続けられる、介護疲れをリフレッシュできる環境を整えるために、介護保険 による地域密着
型通所介護を行います。

あーぶれ磯子　第１号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)重要事項説明書

理事長　　　関　富美子

１０人

　０４５－３４９－３０２６

１名

調理職員は利用者の嗜好に合わせた食事作りを行なう。

常　勤

従事する業務

事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行な
う。

通所介護の利用申込みにかかる調整を行い、第１号通所
ｻｰﾋﾞｽ(横浜市通所介護相当ｻｰﾋﾞｽ)介護計画の作成等を
行なう。

利用者の健康状態を把握し健康管理を行なう。

　平成２６年７月１日



６．営業日、営業時間、サービス提供時間

　営業日 　月曜日～日曜日

　営業時間 　９：００～１７：００

　サービス提供時間 　９：３０～１６：３０

７．利用者負担金

＊利用者負担金は、次の３種類に分かれます。具体的な金額は下記のとおりです。

区　　分 1割負担 2割負担 3割負担

通所型独自ｻｰﾋﾞｽ１

要支援１(週1回程度)

通所型独自ｻｰﾋﾞｽ/２２

要支援２(週1回程度)

通所型独自ｻｰﾋﾞｽ２

要支援２(週２回程度)

　②加算額 　　88単位 95円 189円 283円

　　88単位 95円 189円 283円

　176単位 189円 378円 566円

介護職員処遇改善加算Ⅰ

８．運営基準で定められた「その他の費用」　（利用負担１０割分）

通常の送迎の実施地域を超えた地点から

片道　１ｋｍごと／５０円

②食事代 １食　7００円 食事をされた場合（おやつ代を含む）

③その他教養娯楽費 実費 通常運営以外の特別な行事等利用者の

等介護保険給付の対 希望で提供したサービス

象とならない諸費用

④オムツなどの諸費用 実費 サービス提供中必要となった場合

９．通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用（利用者負担１０割）

区　分 金　額

事前にご案内させていただき、利用者の希望を募って

参加いただく行事

１０．その他

  ア．利用者負担金は、サービスを提供した翌月の２７日に、指定の金融機関の口座から

　　引き落としとなりますので、よろしくお願いします。

  イ．上記の利用者負担金は、「法令代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。

単　位

3,855円

7,764円

内　容　の　説　明

行事代 実　費

3,855円

1,798単位

3,621単位

①通常の送迎の実
施地域をこえる場合
の交通費

通所型独自ｻｰﾋﾞｽ提供体制加
算(Ⅰ)  要支援2(週１回程度)

通所型独自ｻｰﾋﾞｽ提供体制加
算(Ⅰ) 要支援2(週２回程度)

　③利用額

１ｹ
月
の
料
金

1,798単位

①＋②の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×１０．７２
（横浜市の地域加算）の１０％または２０％または３０%

3,882円

　①基本額

通所型独自ｻｰﾋﾞｽ提供体制加
算(Ⅰ) 要支援１(週１回程度)

介護報酬総単位数の9.2％

1,928円

5,783円

11,646円

5,783円

1,928円



　　居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん利用者

　　が利用料（１０割）を支払い、その後市町村に対して保険給付分（９割）を請求することに

　　なります。

＊介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用量の一部が制度上の支給限度額を超

　　える場合を含む）には、全額自己負担となります。（介護保険外のサービスとなる場合に

　　は、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を

　　得ることになります。）

１１．ご利用日のキャンセル

①利用者がサービスの利用の中止をする際には、速やかに次の連絡先までご連絡下さい。

　　　　　・　連絡先(電話)　：　０４５－３４９－３０２６

　　　　　・　連 絡 時 間　　：  午前９：００～午後５：００

②サービスを中止にする場合には、出来るだけサービス利用の前日までにご連絡下さい。

　　当日のキャンセルはキャンセル料を申し受けることになりますのでご了承ください。

　　(ただし、利用者の体調の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル

　　料は不要です。

　　　サービス利用日の前日まで

　　　サービス利用日の当日

１２．緊急時・事故発生時の対応

　　サービス提供にあたり事故、体調の急変、その他緊急事態が生じた場合は、事前の打ち合

　　わせに基づき、速やかに家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡し必要

　　な措置を講じ記録します。

病院名： 電話：

主治医等の氏名：

氏名： 住所：

電話： 携帯電話：

１３．非常災害対策

　(目的)

 (1)　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、あーぶれ磯子における防災管理業務につい

　 て要な事項を定め火災、震災及び人命の安全ならびに災害の防止を図る事を目的として

 　います。

　(災害に対する予防対策)

 (2) 防災、および下記の各係りは震災時の人命安全確保出火防止のため次の事項に重点

　 を置いて行います。ただし、発令以前における点検と確認を必要とする事項については、

　 毎月１回実施します。

　　ア. 建築物の安全確保のための点検と補強に関すること

　　イ. 火を使用する設備器具等の点検と補強に関すること

　　ウ. 消火器等の準備と適正管理に関すること

　　エ. 建物からの安全避難の確保(避難障害の排除)と点検に関すること

　　オ. 救出、救護等の資器材および非常物品の準備に関すること

　(避難場所)

医療機関等

緊急連絡先

食事代全額

　　無　　　料

時　　　　期 キャンセル料



  (3)地域防災拠点は浜小学校校、広域避難場所は汐見台団地及び久良岐公園です。

　　＊災害時は、総力を挙げて人命を優先に対応いたします。ご家族の方もあーぶれ磯子

　　　あるいは避難場所への連絡を早急にお願いします。

１４．相談窓口、苦情対応

　(１)　サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。

電話番号：０４５-３４９-３０２６　FAX番号：０４５-３４９-３０２７

管理者：小林　桂子 対応時間：9:00～17:00

　(２)　公的機関においても、次の機関において苦情申し出等が出来ます

横浜市はまふくコール 所在地：〒231－0005　横浜市中区本町６－５０－１０

(横浜市苦情相談コールセンター) 電話番号：０４５－２６３－８０８４ 対応時間：9:00～17:00

磯子区 所在地　〒２３５－００１６　横浜市磯子区磯子３－５－１

介護保険相談窓口 電話番号　０４５－７５０－２４９４　　　　対応時間：9:00～17:00

金沢区 所在地　〒２３６－００２１　横浜市金沢区泥亀２-９-１

高齢・障害者支援課 電話番号　０４５－７８８－７８６８　　　対応時間：9:00～17:00

中区 所在地　〒２３１－００２１　横浜市中区日本大通り３５

高齢・障害者支援課 電話番号　０４５－２２４－８１６３　　　対応時間：9:00～17:00

南区 所在地　〒２３２－００２４　横浜市南区浦舟町２-３３

高齢・障害者支援課 電話番号　０４５－３４１－１１３８　　　対応時間：9:00～17:00

所在地：〒220－0003　横浜市西区楠木町２７－１

介護保険課苦情相談係 電話番号：０４５－３２９－３４４７ 対応時間：9:00～17:00

１５.事故発生時の対応

　(2)利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

１６．研修・秘密保持

　(1) 従業者への質的向上を図るため、倫理及び法令遵守、個人情報保護、事故発生等緊

　　　急対応、感染症、認知症ケアなどの研修を行います。

     ①　採用時研修　　採用後3カ月以内

     ②　継続研修　 　　年1回以上　　

　(2)事業所及び職員は業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を在職中も退職後も

　　　保持します。

１７.虐待防止のための措置

　(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催しその内容を従業員に周知します。

　(2)虐待防止の指針を整備し、定期的に研修を実施します。

　(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。

１８.身体拘束等の禁止

  サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するた

　め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

  下「身体拘束等」という。）を行ないません。

 ２ やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

   の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。

 ３ 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。

　(1) 利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行な
　　　うとともに、必要な措置を講じ記録をします。

神奈川県国民健康保険団体連合会

あーぶれ磯子相談窓口



 (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な 開催及びその結果に

 　ついて従業者への周知徹底。

 (2)身体拘束等の適正化のための指針の整備。

 (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施。

１９.感染症対策に関する事項

  事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じます。

  (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的

    な開催及びその結果について従業者への周知。

  (2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備。

  (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感

   染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施。

２０．業務継続計画

  (1)感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的に提供

    できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措

   実置を講じます。

  (2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

　  実施します。

21.情報の開示

［説明確認欄］

　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

事業者：あーぶれ磯子

　　　　説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　利用者　　　 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　　　　　　　　　　　　　　

　　代理人　　　 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　　　　　　　　　　　　　　

　　立会人　　　 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　　　　　　　　　　　　　　

　　署名代筆者　　（利用者との関係　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　

　横浜市の実施する「介護サービス情報の公表」制度にのっとり、事業所の情報を報告して
います。調査の対象年度には、訪問調査を受け、それぞれの内容は「介護サービス情報公
表センター」ホームページに掲載されます。利用者満足度調査を毎年実施し、その内容
は、特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ樹のホームページに掲載しています。ま
た、第三者評価は実施していません。

私は第１号通所サービス(横浜市通所介護相当サービス)の契約にあたり、重要事項について
説明を受け、同意し、交付を受けました。

第１号通所サービス(横浜市通所介護相当サービス)の契約にあたり、重要事項について文書を
交付し、説明しました。


